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黒
際
公
欝
家
厨
藏
の
鋼
弦
北
山
抄
一
巻
は
著
濟
四
條
公
任
の
自
筆
本
と
し

て
最
も
貴
重
な
る
史
料
で
あ
る
禦
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
殊
に
北
ハ
の
紙

背
に
二
十
郭
通
の
紙
背
文
書
を
有
し
、
是
亦
稀
翻
の
資
料
た
る
べ
き
は
論
を

挨
た
な
い
街
で
あ
る
Q
　
一
昨
年
十
月
京
都
梨
木
瀞
融
鎭
座
五
十
年
祭
に
際
し

京
都
恩
賜
博
物
館
に
於
い
て
三
條
琳
総
公
實
美
公
の
記
念
展
槻
が
催
さ
れ
た

が
、
北
ハ
時
、
幸
に
公
鱒
家
よ
り
此
の
北
山
「
抄
を
出
陳
せ
ら
れ
、
紙
魍
一
箆
久
君
の

一
端
を
も
示
さ
れ
、
観
渚
の
ほ
を
階
…
．
ら
し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
所
が
、
從

來
、
此
の
巻
子
本
の
影
印
と
し
て
世
に
示
さ
れ
た
も
の
は
古
文
脅
時
代
鑑
籔

編
に
公
任
論
著
・
の
部
分
を
一
部
黒
め
た
の
と
、
紙
背
文
書
の
一
通
を
大
日
本

史
料
に
載
せ
た
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
出
雲
路
氏
の
努
力
に
よ
っ
て
公

欝
欝
の
允
許
…
を
響
て
北
横
［
抄
稿
木
の
一
部
と
特
徴
あ
る
文
書
…
一
通
と
を
、
原

寸
大
に
影
印
公
刊
さ
れ
た
も
の
が
、
本
書
で
あ
る
Q

　
北
山
抄
府
豆
本
の
紙
背
文
書
は
二
十
五
通
を
算
し
、
別
書
宣
、
解
交
、
請

文
、
注
…
涯
及
び
浦
息
な
ど
で
、
す
べ
て
公
任
に
巌
由
あ
る
も
の
ら
し
い
。
其

の
中
年
月
日
を
明
か
に
す
る
亀
の
は
十
九
遊
で
長
徳
三
年
十
一
月
二
十
五
日

か
ら
長
保
六
年
二
月
十
六
臼
に
至
る
か
ら
、
王
朝
文
化
の
熱
燗
期
の
も
の
と

紹

介

し
て
、
實
に
類
擁
鮮
き
逸
品
で
あ
ろ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
太
轡
に
牧
め
ら
れ
た
の
は
；
迎
の
假
名
交
消
息
と
甥
當
殿
宛
「
草
名
」
の

浩
息
と
紙
背
第
二
十
三
號
裂
書
（
長
保
元
年
三
月
二
＋
九
日
別
常
宣
）
及
び

第
二
十
二
號
文
書
（
三
月
二
十
八
踊
備
後
樫
穿
通
萌
請
文
）
と
で
あ
る
が
、

殊
に
最
初
の
草
假
名
四
息
二
通
は
、
草
假
名
の
護
蓮
極
度
に
蓮
し
た
頃
の
も

の
で
、
各
字
の
接
績
の
工
合
、
同
行
を
蓮
ね
て
書
き
下
し
た
駈
、
何
れ
竜
筆

勢
暢
達
の
妙
境
に
坐
し
、
轟
蓮
綿
の
騰
を
具
備
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
上

に
、
年
代
の
明
か
な
る
蝦
名
子
息
と
し
て
最
古
の
も
の
で
あ
っ
て
、
上
代
様

草
假
名
研
究
の
盛
ん
な
る
今
時
に
、
本
書
が
世
に
現
は
れ
た
の
も
、
決
し
て

偶
然
で
は
な
い
。

　
加
ふ
る
に
明
解
親
切
な
る
出
雲
路
氏
の
解
説
は
ま
た
大
に
示
教
せ
ら
る
」

隣
が
多
い
。
（
巻
子
本
、
桐
網
人
。
京
都
寺
町
姉
小
路
鳩
居
堂
古
墨
Q
定
値
、

不
詳
Q
）
〔
中
村
〕國

賓
七
大
寺
目
弾
私
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荻
野
仲
三
郎
編

　
官
立
新
修
往
生
傳
に
共
の
残
年
を
仁
恩
元
年
＋
月
＋
五
臼
と
記
さ
る
・
大

江
親
通
は
、
常
勝
の
信
仰
界
を
風
灘
し
た
実
利
信
仰
の
隠
れ
た
る
髄
威
で
あ

り
、
現
世
の
榮
達
よ
り
後
世
の
安
住
を
求
め
た
篤
信
渚
で
あ
っ
た
。
共
の
親

通
が
嘉
承
元
年
京
洛
の
名
所
璽
像
を
拝
禮
し
て
歩
い
て
瀧
足
を
得
ず
、
足
を

延
ば
し
て
南
都
七
大
寺
巡
禮
を
企
て
、
北
へ
後
輪
も
な
く
「
七
大
寺
B
詑
」
な

る
見
聞
詑
を
臨
い
た
が
、
三
十
年
鹸
の
後
保
延
六
年
再
度
巡
禮
の
時
に
は
、

諸
寺
の
堂
塔
の
破
損
い
よ
く
甚
大
な
る
も
の
あ
る
を
見
て
、
さ
ぎ
の
見
聞

記
を
塘
心
し
た
。
そ
れ
が
「
七
大
寺
巡
禮
私
記
」
で
、
東
大
寺
、
輿
寝
言
、

第
ご
十
ご
巷
　
第
ご
號
　
　
凶
一
五

（171）



　
　
　
　
　
　
紹
　
　
　
　
介

元
興
寺
、
大
安
寺
、
西
大
寺
、
招
握
寺
、
藥
師
寺
、
法
隆
寺
を
、
巡
記
し
た

ま
』
に
堂
塔
佛
像
法
具
の
類
か
ら
或
は
寺
の
澱
趨
及
び
腿
史
的
廓
實
の
詑
載

に
ま
で
も
筆
を
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
招
纒
寺
は
七
大
寺
の
中
で
は

な
い
け
れ
ど
も
、
巡
路
に
欝
つ
た
か
ら
附
記
し
た
、
と
い
ふ
註
記
が
あ
る
。

・
本
書
の
原
本
は
早
く
に
失
は
れ
て
今
は
之
を
見
る
に
由
な
い
が
、
幸
に
も

法
隆
寺
に
は
室
町
時
代
の
古
岩
本
が
保
存
さ
れ
で
屠
っ
た
の
で
、
今
そ
れ
に

從
っ
て
殆
ん
ど
共
の
膣
裁
の
ま
製
を
複
製
し
、
鵤
属
籍
の
第
四
と
し
て
同
苗

の
士
に
頒
布
せ
ら
れ
、
荻
野
厳
七
彦
震
（
鰍
）
の
肇
に
成
る
詳
し
き
解
識
が
附

せ
ら
れ
て
あ
る
Q
四
書
世
に
行
は
る
」
事
稀
に
し
て
其
名
の
み
は
高
く
、
し

か
も
見
る
に
術
…
な
く
、
た
壁
僅
か
に
詳
論
あ
り
て
耽
ハ
の
原
本
に
慶
す
る
か
、

戴
は
史
料
編
纂
所
の
影
爲
本
に
よ
る
外
に
仕
方
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
に

今
や
印
行
公
刊
さ
れ
た
の
で
、
斯
界
は
極
め
て
多
大
の
便
宜
を
得
る
に
至
っ

た
9
こ
れ
に
よ
り
て
李
安
朝
末
期
に
於
け
る
南
都
佛
教
界
を
窺
知
す
る
に
幾

多
の
新
知
見
を
求
む
る
嬢
が
出
來
よ
う
。
薯
岩
親
通
の
見
聞
非
凡
に
し
て
記

載
頗
る
妙
趣
あ
り
ふ
何
れ
の
簡
所
を
蒼
く
竜
必
ず
重
要
な
る
記
事
の
≡
二
に

接
す
る
事
が
出
煮
る
も
の
で
、
黒
術
的
の
領
値
極
め
て
高
い
も
の
で
あ
る
。

　
此
種
稀
・
…
観
に
し
て
且
つ
貴
重
な
る
交
賦
の
複
纒
頒
布
が
如
何
に
三
界
を
稗

釜
す
る
竜
の
な
る
か
は
、
贅
言
を
要
し
な
い
が
、
此
の
事
業
に
多
大
の
資
を

投
ぜ
ら
れ
た
る
匿
名
氏
に
、
蔭
な
が
ら
感
謝
す
る
。
〔
申
村
〕

矯
皇
壼
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
　
島
　
　
寛
副

本
欝
は
瀞
宮
寺
學
館
受
授
で
あ
っ
た
故
竹
島
寛
矯
の
…
遺
稿
の
中
、
特
に
皇

蟹
〃
二
山
L
二
鰹
一
　
醗
覗
二
腰
岨
　
　
鵬
H
…
六

蜜
に
關
す
る
研
究
を
主
膿
と
し
て
編
纂
上
露
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
初
め

か
ら
一
貫
し
た
細
岡
を
以
て
題
名
の
通
史
を
霞
き
下
し
た
も
の
と
は
肖
ら
越

を
與
に
し
て
み
る
。
そ
の
内
容
上
の
膿
制
を
見
て
竜
、
氏
の
過
去
に
獲
表
さ

れ
た
豊
艶
集
の
形
を
と
っ
て
み
る
爲
、
稟
室
に
關
す
る
部
分
は
諸
所
に
於
て

軍
複
す
る
下
記
多
く
、
又
正
編
…
外
編
合
せ
て
十
三
編
の
中
、
巣
立
制
度
に
論

及
さ
れ
て
み
る
も
の
は
僅
か
に
五
編
に
過
ぎ
な
い
歌
態
で
あ
っ
て
、
案
書
題

名
の
画
し
も
常
ら
な
い
事
を
思
は
せ
る
。
　
　
　
　
　
・

　
先
づ
毬
頭
に
…
禍
げ
ら
れ
た
「
王
朝
時
．
代
塁
室
史
総
論
」
は
、
形
式
上
｛
A
書

の
代
表
的
論
交
で
あ
っ
て
、
天
難
の
統
治
の
大
呂
よ
り
后
妃
、
女
官
、
上
皇

息
太
后
、
女
院
、
親
黒
、
内
親
王
、
諸
王
、
等
に
蘭
し
、
各
々
項
を
分
っ
て

極
く
概
説
的
に
論
及
し
て
ゐ
惹
が
、
る
の
4
4
、
親
王
、
諸
王
に
籍
す
る
部
分

繋
蝿
幽
し
熱
繰
響
羅
講
糠
懲
醗
鍍
㈹
．

の
御
員
…
数
」
及
び
「
王
朝
時
代
に
於
け
る
二
親
の
御
厳
藤
制
…
度
と
御
↑
漸
滅
欣

態
」
に
於
て
再
び
詳
論
さ
れ
、
浦
安
朝
に
於
て
年
宮
前
欝
制
の
護
生
せ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
鵠
情
を
令
制
よ
り
説
き
起
し
、
親
王
諸
王
の
鏡
面
入
を
稻
よ

り
換
算
し
て
、
そ
の
糎
濟
駄
態
に
説
き
及
し
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
只
そ
の

論
旨
が
、
國
庫
と
親
王
諸
王
員
緻
の
多
激
な
る
導
情
と
の
関
…
係
か
ら
年
給
制

や
巣
族
賜
姓
と
の
關
係
に
向
ひ
つ
鼠
亀
峯
猶
究
極
に
於
て
ほ
纏
濁
史
上
の
問

題
と
し
て
取
扱
は
れ
ず
、
且
政
治
の
雁
史
的
推
移
と
の
聯
關
も
十
分
反
省
せ

ら
れ
て
る
な
い
鮎
は
、
讃
者
を
し
て
や
」
寂
蓼
を
畳
え
し
め
る
。
　
　
　
叉
、

「
王
朝
時
代
の
三
親
と
丈
藝
し
は
極
く
輕
い
小
論
で
あ
り
、
次
の
「
塁
族
御

制
度
交
概
要
」
の
中
、
前
編
朋
治
維
新
以
前
の
部
分
は
、
そ
の
一
部
、
崇
親

と
養
子
振
子
、
塁
親
署
脳
の
職
員
、
宮
象
、
富
門
跡
と
比
丘
尼
御
所
、
等
を

働


